






 

 

 

運用基準 

１．建築物等の用途の制限 

□ 制限の必要性 

地区計画の目標と各地区の土地利用の方針を定めるとともに、土地利用の方針と用途の鈍

化という観点から一つ一つの用途について検討を行い、各地区における建築物等の用途制限

の内容を定めます。 

 

□ 制限の内容 

   制限の内容は以下の表に基づき設定します。 

 建物の用途 規制地区 規制理由 

１ 共同住宅 低層住宅地区 低層住宅地区は、良好な住環境を持つコミュニ

ティー豊かな低層住宅地としての位置付けであ

るため、共同住宅を規制する。 

２ 寄宿舎、下宿 低層住宅地区 

 

低層住宅地区は、良好な住環境を持つコミュニ

ティー豊かな低層住宅地として位置付けである

ため、寄宿舎、下宿を規制する。 

３ 幼稚園、小学校、

中学校、高等学校 

低層住宅地区 

 

低層住宅地区は、良好な住環境を持つコミュニ

ティー豊かな低層住宅地として位置付けである

ため、幼稚園、小学校、中学校、高等学校を規

制する。 

４ 図書館等 

 

低層住宅地区 

 

低層住宅地区は、良好な住環境を持つコミュニ

ティー豊かな低層住宅地としての位置付けであ

るため、更に、地区外からの車両の進入等のた

め住環境が悪化する可能性があることから図書

館等を規制する。 

５ 神社、寺院、教会

等 

低層住宅地区 

 

低層住宅地区は、良好な住環境を持つコミュニ

ティー豊かな低層住宅地として位置付けである

ため、神社、寺院、教会等を規制する。 

６ 公衆浴場、診療所、

保育所等 

低層住宅地区 

 

低層住宅地区は、良好な住環境を持つコミュニ

ティー豊かな低層住宅地としての位置付けであ

るため、更に、地区外からの車両の進入等のた

め住環境が悪化する可能性があることから公衆

浴場、診療所、保育所等を規制する。 



７ 老人ホーム、身体

障害者福祉ホーム

等 

低層住宅地区 

 

低層住宅地区は、良好な住環境を持つコミュニ

ティー豊かな低層住宅地として位置付けである

ため、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等を

規制する。 

８ 老 人福祉セ ンタ

ー、児童厚生施設

等 

低層住宅地区 

 

低層住宅地区は、良好な住環境を持つコミュニ

ティー豊かな低層住宅地として位置付けである

ため、老人福祉センター、児童厚生施設等を規

制する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．建築物の容積率の最高限度及び建ぺい率の最高限度 

 

□ 制限の必要性 

 建築物の規模を一定限度以下に制限しつつ、敷地内のオープンスペースや日照・通風の確保、

また、市街地の過密化を防止することなどにより、ゆとりある快適な空間を形成するため、容

積率及び建ぺい率の制限を行います。 

 

□ 制限の内容 

   制限の内容は以下の表に基づき設定します。 

 

 容積率の最高限度 建ぺい率の最高限度 

低層住宅地区 １０／１０ ５／１０ 

 

３．建築物の敷地面積の最低限度 

 

□ 制限の必要性   

敷地の細分化を防止することにより、ゆとりある住環境の形成、防災上、危険な建て詰ま

りを防止するとともに、地区にふさわしい建築物を誘導する等の観点から、建築物の敷地面

積の最低限度を定めます。 
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敷地面積の最低限度 

165 ㎡（約 50 坪） 

４5 ㎡ 

（約１４坪） 

建築不可 

１２５㎡ 

（約３６坪） 

建築不可 



４．壁面又は柱面の位置の制限 

 

□ 制限の必要性   

道路等の公共の場所に接する境界線から建築物等の壁面又は柱面を後退させることにより、

道路等の機能を高めるとともに、また隣地境界線からも外壁又はこれに代わる柱の面を後退

させることにより、採光及び通風等を確保し、ゆとりある空間をつくりだす外壁又はこれに

代わる柱の面の位置の制限を行ないます。 

 

□ 制限の内容 

   制限の内容は以下の表に基づき設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         道路境界線                 隣地境界線 

 

 

 

 

 

 

                  1.0m                             1.0m 

 

 

 

      道路境界線                隣地境界線 

                                                 

  

                             

                           

                           1.0ｍ 

         

        1.0ｍ  

            

 

  ※外階段・ベンランダ等も壁面の位置の制限に含める。 

   道路境界線までの距離 隣地境界線までの距離 

低層住宅地区 １．０ｍ １．０ｍ 

ベランダ等 

外階段 



 

５．建築物の高さの最高限度 

 

□ 制限の必要性  

建築物の高さをある程度そろえ統一感のある街並みを創るため、景観上の観点や日照及び

通風の確保等の観点から、建築物等の高さの制限を行います。  

 

□ 制限の内容 

   制限の内容は以下の表に基づき設定します。 

 

 

 

 

 

 

                      

 

■低層住宅地   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建築物等の高さの最高限度 

低層住宅地区 １０ｍ 

１０ｍ以下 

敷地地盤面 



６．建築物等の形態及び意匠の制限 

 

 □ 制限の必要性 

周辺との調和を図り、美観や風致を損なうことなく秩序ある建築物を誘導するため、ま

た、快適でゆとりある良好な環境を維持・保全するため建築物の形態及び意匠を制限する。 

□ 制限の内容 

１）屋根及び外壁の色彩の制限について   

 

平成 28 年 3 月に策定した西原町景観計画を踏まえ、屋根及び外壁の色彩について制限

を行う。 

 

・屋根及び外壁の色彩の制限 

外壁の基調となる色彩は、マンセルカラーシステムで明度 8 以上、彩度 2 以下とする。外

壁面の色彩について、派手な色（彩度 10 以上）を用いる場合、その使用面積は、市街化

調整区域及び市街化区域の住宅系用途地域の場合は、見付面積の 5％以内とし、その他

の地域の場合は 10％以内とする。 

  

 

 

 

   

広告物について 

     屋外の広告物については、自己の用に供するものとし、美観や風致を損なう刺激的

な色彩又は装飾を用いたものについては設置してはならない。また周辺の景観に調和

するよう規模、形態等に配慮し秩序あるものにする。 

 



 

３．建築物の外壁及び屋根に設ける設備について 

   建築物の外壁及び屋根に設ける設備については、建築物本体及び周辺景観との調和に配

慮し目立たないよう設置する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※管理点検口を除いた部分以外については、周囲の景観に配慮しデザイン壁等で囲う。 

☆ 

Ａ

Ｂ

Ｃ 

ｱｲｳ 

☆ ｱｲｳ  ＡＢＣ 

 

周囲の景観に配慮 

デザイン壁等 

管理点検口 管理点検口 



７．かき又は柵の構造について 

 

□ 制限の必要性   

かき又は柵に関しては、緑豊かで開放的な空間を創出し、良好な住環境の確保や防災

上の観点からできるだけ生垣を用いることが望ましい。また、道路面からある程度以上

の高さについて、フェンス等の透視可能な構造にすることにより、敷地内の緑を道路景

観として取り入れることができます。 

  

□ 制限の内容 

１．フェンス等の高さは、敷地に接する道路の最高地点から１．５ｍ以下とする。          

２．コンクリート基礎とフェンス等の併用の場合は、敷地に接する道路の最高地点か

ら１．５ｍ以下とし、構造については、透視可能なものとする。 

３．コンクリート基礎及びブロックの高さについては、敷地に接する道路の最高地点

から０．９ｍ以下とする。 

     

 

□ 生け垣の場合 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

歩道 

車道 

敷地地盤面    

道路境界線  



□ コンクリート基礎やフェンス等の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩道 

車道 

敷地地盤面 

コンクリート基礎 

フェンス等 

透視可能なもの 

道路境界線  

1.5m 

以下 

90 ㎝ 

以下 



 

８．敷地内の計画地盤高の制限 

  □ 制限の必要線 

 盛土による地盤高の不統一を防ぎ、擁壁及び高い塀を抑制するため、敷地内の計画地

盤面の基準を定めます。 

 

□ 制限の内容 

敷地の地盤高は敷地に接する道路の最高地点から４０㎝以下とします。 

ただし、低層住宅地区において、隣接する臨港道路西原与那原２号線の道路面より、

区画道路面が低い場合は、別途協議するものとします。 

 

敷地地盤面 

敷地に接する道路の最高地点 

敷地地盤面 

40 ㎝以下 


